様式第3号－4（第6条、第9条関係）

[bookmark: _Hlk91164540]年度色麻町地域子ども・子育て支援事業補助金
事業計画書 （ 実績調書 ）


事業名 ： 　病児保育事業　


施設名 ： 
	類　　型
	対象経費の支出予定額
	補助基準額

	特定分
	
	

	
	1．体調不良児対応型
	円
	円

	
	2．病後児対応型①基本分・加算分
	円
	円

	
	3．病後児対応型②低所得者減免分加算
	円
	円

	
	4．病後児対応型③当日キャンセル対応加算
	円
	円

	
	合　　計
	円
	円

	一般分(改善分)
	
	

	
	1．体調不良児対応型
	円
	円

	
	2．病後児対応型
	円
	円

	
	合　　計
	円
	円









[bookmark: _Hlk148447189][bookmark: _Hlk147858628](1) 体調不良児型
[bookmark: _Hlk148436575]①特定分
(平成26年度以前から実施する施設、または平成27年度より新規開設し看護師等を2名以上配置して実施する施設。ただし、一般分に該当する施設の送迎対応及び研修参加費用を含む。)
	年間事業
実施月数
	利用見込児童数
(年間延人数)
	
	送迎対応
	
	
	
	研修参加
見込職員数
	対象経費の
支出予定額
	補助基準額

	
	
	うち、送迎対応
利用見込児童数
(年間延人数)
	
	看護師等
雇上費
	送迎経費
	送迎対応を行う職員種別・人数
	送迎方法
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(職員種別)
	(人数)
	
	
	
	

	①
	②
	③
	④
	⑤
	⑥
	[bookmark: _GoBack]
	⑦
	⑧
	⑨
	⑩
	⑪

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(記入上の注意)

	1．①欄は、月途中開始の場合は1月未満の部分については切り捨てた値を記入すること。

	2．④欄は、送迎対応を行う場合に「有」を記入すること。ただし、一般分に該当する施設の場合は「有(一般)」と記載すること。

	3．⑤欄は、送迎の際に同乗する職員配置に必要となる費用について、「看護師等雇上費」を申請する場合に「有」を記入すること。

	4．⑥欄は、タクシー利用料金等、送迎の際に必要となる費用について、「送迎経費」を申請する場合に「有」を記入すること。

	5．⑦欄は、送迎対応を行う保育士・看護師等(看護師、准看護師、保健師又は助産師)の別、及び送迎の際に同乗する人数を記入すること。

	6．⑧欄は、送迎方法として、タクシー、自動車の借上げ、その他(　　　)のいずれかを記入すること。その他の場合は(　　　)内に具体的な実施方法を記入すること。

	7．⑨欄は、研修参加費用を計上する研修参加見込職員数を記入すること(1人で複数の研修に参加する場合も「1」とすること。)。

	8．一般分(改善分)に該当する施設の送迎対応及び研修参加費用に係る記載について、①②欄は記載せず、⑩欄及び⑪欄は送迎対応及び研修参加費用に係る額のみを記入すること。




②一般分(改善分)
(平成27年度より新規開設し看護師等を1名配置して実施する施設。ただし、送迎対応及び研修参加費用は除く。)
	年間事業
実施月数
	利用見込児童数
(年間延人数)
	対象経費の
支出予定額
	補助基準額

	①
	②
	⑩
	⑪

	
	
	
	

	(記入上の注意)

	1．①欄は、月途中開始の場合は1月未満の部分については切り捨てた値を記入すること。

	2．一般分(改善分)に該当する施設の送迎対応及び研修参加費用に係る記載については、「特定分」欄に記入すること。


(2) 病後児対応型
①特定分(基本分・加算分)及び一般分(改善分)
	[bookmark: _Hlk148448770]利用定員
	利用料金
(1日当たり)
	年間事業
実施月数
	利用見込
児童数
(年間延人数)
	
	送迎対応
	
	
	
	研修参加
見込職員数
	普及定着促進費
	改善分の
減算の有無

	
	
	
	
	うち、送迎
対応利用
見込児童数
(年間延人数)
	
	看護師等
雇上費
	送迎経費
	送迎対応を行う
職員種別・人数
	送迎方法
	
	改修費等
	礼金及び
賃借料
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	(職員種別)
	(人数)
	
	
	
	
	

	①
	②
	③
	④
	⑤
	⑥
	⑦
	⑧
	
	⑨
	⑩
	⑪
	⑫
	⑬
	⑭

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	対象経費の
支出予定額
	
	補助基準額
	

	
	うち特定分
(基本分・
加算分
	うち一般分
(改善分
	
	うち特定分
(基本分・
加算分
	うち一般分
(改善分

	⑮
	⑯
	⑰
	⑱
	⑲
	⑳

	
	
	
	
	
	

	(記入上の注意)

	1．①欄は、児童福祉法第34条の18の規定に基づき届出を行った利用定員を記入すること。

	2．②欄は、1日当たりの主な利用料金体系を記入すること。

	3．③欄は、月途中開始の場合は1月未満の部分については切り捨てた値を記入すること。

	4．⑥欄は、送迎対応を行う場合に「有」を記入すること。

	5．⑦欄は、送迎の際に同乗する職員配置に必要となる費用について、「看護師等雇上費」を申請する場合に「有」を記入すること。

	6．⑧欄は、タクシー利用料金等、送迎の際に必要となる費用について、「送迎経費」を申請する場合に「有」を記入すること。

	7．⑨欄は、送迎対応を行う保育士・看護師等(看護師、准看護師、保健師又は助産師)の別、及び送迎の際に同乗する人数を記入すること。

	8．⑩欄は、送迎方法として、タクシー、自動車の借上げ、その他(　　　)のいずれかを記入すること。その他の場合は(　　　)内に具体的な実施方法を記入すること。

	9．⑪欄は、研修参加費用を計上する研修参加見込職員数を記入すること(1人で複数の研修に参加する場合も「1」とすること。)。

	10．⑫⑬欄は、普及定着促進費におけるそれぞれの単価を適用する際に、該当する欄に「有」を記入すること。

	11．⑭欄は、利用の少ない日等において、地域の保育所等への情報提供や巡回支援等を実施しない場合に「有」を記入すること。

	12．⑯欄は、⑲欄の「うち特定分(基本分・加算分)」と同額を記入すること。ただし、その額が⑮欄の「対象経費の支出予定額」を超える場合又は改善分の減算を適用している場合は、⑮欄と同額を記入すること。

	13．⑰欄は、⑭欄が「有」とならない場合に、⑮欄の「対象経費の支出予定額」から⑯欄の「うち特定分(基本分・加算分)」を除いた額を記載すること。

	14．⑲欄は、国子ども・子育て支援交付金交付要綱別紙の第3欄に定める基準額(改善分を除く)を記入すること。

	15．⑳欄は、改善分の減算を適用していない場合は、国子ども・子育て支援交付金交付要綱別紙の第3欄に定める改善分の基準額を記入すること。


②低所得者減免分加算
	減免分加算適用(生活保護)延べ人数
	減免分加算適用
(非課税世帯)
延べ人数
	対象経費の
支出予定額
	補助基準額

	
	うち、市町村民税非課税世帯であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者の属する世帯等、特に困窮していると市町村が認めた世帯の利用延べ人数
	
	
	

	①
	②
	③
	④
	⑤

	
	
	
	
	
	
	




③当日キャンセルに対する受入体制を維持するための加算
	[bookmark: _Hlk148460665]ダブルブッキング
の防止策
	年間キャンセル回数
	対象経費の
支出予定額
	補助基準額

	①
	②
	③
	④

	
	
	
	

	(記入上の注意)

	1．当日キャンセルに対する受入体制を維持するための加算を行う場合にのみ記入すること。

	2．①欄は、利用者が複数か所に予約を行うことがないよう講じている対応策を下記ア～オから選んで記入すること。(複数回答)

	　ア　ICTの活用等により域内の病児保育施設の空き状況を見える化している。

	　イ　予約受付システムにより利用前日に利用者に対して利用の有無を再度確認している。

	　ウ　電話連絡等により、利用前日に利用者に対して利用の有無を再度確認している。

	　エ　病児保育施設が域内に1か所しかないため、利用者が複数か所に予約を行うことは想定されない。

	　オ　その他(※具体的な内容を記載してください。)

	3．②欄は、当日キャンセルにより配置職員に余剰が生じた回数を記入すること。

	4．③欄は、当日キャンセルが発生したことにより負担する予定の人件費等の経費を記入すること。



